
JP 2009-241902 A 2009.10.22

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】監視装置で船首前方又は舷側の視界を確保しつ
つ、空気抵抗を減少して推進効率を向上できると共に、
船橋及び居住区構造物における振動を軽減し易く、これ
らの構造物の重量を減少できて軽量化を図れる船舶の風
圧抵抗低減方法及び船舶を提供する。
【解決手段】水上のみを航行する船舶１において、監視
装置８を設けて、このデータを操舵室３ａ内に表示して
、操舵室３ａ内で船体の周囲を監視できるように構成す
ると共に、操舵室３ａの高さを、操舵室内の監視位置Ｐ
ａより前方の水面を見通すことが出来ない距離Ｓｍが、
基準距離Ｓ０よりも大きくなる高さに形成するか、船橋
ウイングの船体幅方向の張り出し長さを船側にまで至ら
ないようにするか、船橋ウイングを設けないようにする
かの少なくとも一つを行って、船橋３及び居住区７の構
造物の風圧抵抗を減少する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水上のみを航行する船舶において、監視装置を設けて、この監視装置のデータを操舵室
内に表示して、操舵室内で船体の周囲を監視できるように構成すると共に、操舵室の高さ
を、操舵室内の監視位置より前方の障害物によって前方の水面を見通すことが出来ない距
離が、５００ｍまたは船長の２倍のうち小さい方である基準距離よりも大きくなる高さに
形成するか、船橋ウイングの船体幅方向の張り出し長さを船側にまで至らないようにする
か、船橋ウイングを設けないようにするかの少なくとも一つを行うことにより、船橋及び
居住区構造物の風圧抵抗を減少することを特徴とした船舶の風圧抵抗低減方法。
【請求項２】
　船首部又はマストに前方監視装置を設けて、この前方監視装置のデータを操舵室内に表
示して、操舵室内で船首前方を監視できるように構成すると共に、操舵室の高さを、操舵
室内の監視位置より前方の障害物によって前方の水面を見通すことが出来ない距離が、５
００ｍまたは船長の２倍のうち小さい方である基準距離よりも大きくなるようしたことを
特徴とする船舶。
【請求項３】
　船尾に船橋を設けたことを特徴とする請求項２に記載の船舶。
【請求項４】
　前記前方監視装置として、広角カメラと望遠カメラの組み合わせを用い、この広角カメ
ラの映像と望遠カメラの映像を同時表示可能としたことを特徴とする請求項２又は３に記
載の船舶。
【請求項５】
　船舶の側方監視用装置を設け、この側方監視用装置のデータを操舵室内に表示して、操
舵室内で船舶の側方を監視できるように構成すると共に、船橋ウイングの船体幅方向の張
り出し長さを船側にまで至らないようにするか、又は、船橋ウイングを設けないことを特
徴とする請求項２、３、又は、４に記載の船舶。
【請求項６】
　船舶の側方監視用装置を設け、この側方監視用装置のデータを操舵室内に表示して、操
舵室内で船舶の側方を監視できるように構成すると共に、船橋ウイングの船体幅方向の張
り出し長さを船側にまで至らないようにするか、又は、船橋ウイングを設けないことを特
徴とする船舶。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、船橋及び居住区構造物を小さくして、空気抵抗の低減による推進効率の向上
と船橋及び居住区構造物の軽量化と船橋及び居住区構造物における振動を軽減し易くする
ことができる船舶に関する。
【背景技術】
【０００２】
　船舶においては、他船や漂流物との衝突を避けるために、レーダーや航行機器の情報を
利用すると共に、水上を航行中は船の前方を、乗組員が肉眼で必要に応じて双眼鏡を使用
して監視している。この衝突回避のためには、レーダー監視も重要であるが、小船や漂流
物等はレーダー電波の反射が小さいので、目視による監視が不可欠である。
【０００３】
　しかしながら、肉眼で船首前方を監視しようとすると、船橋の一部で乗組員が操船を行
っている操舵室より前方の、上甲板上の貨物や船首部船体自身等の障害物による視界の遮
りを少なくする必要があり、ＳＯＬＡＳ（海上における人命の安全のための国際条約）に
おいても、航海中の操舵を指揮する場所（監視位置）での視界について、船舶の喫水、ト
リム及び貨物のあらゆる状態によらず、船首方向から両舷方向に各１０度の範囲において
、船舶の長さの２倍あるいは５００ｍのいずれか短い方より遠くが不明瞭であってはなら
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ない、と定められている。また、同様な規定は日本海事協会（ＮＫ）の鋼船規則にも設け
られている。
【０００４】
　そのため、通常はその最上層に船橋が配置されている、居住区構造物を、船体の前後方
向の前の方に配置したり、居住区構造物を高くして船橋甲板の高さを高くする必要がある
。そのため、冷凍貨物船ではあるが、船体の前後方向の中央に冷蔵船倉を設けて、この上
に航海ブリッジと乗組員用の居住区域を設けた搬送船も提案されている（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００５】
　また、従来技術においては、通常は、図７～図９に示すように、操舵室３ａＸ、３ａＹ
内の監視位置の視点（監視点）Ｐａにおける肉眼による船首前方監視で、監視位置より前
方の船首部船体自身や上甲板上の貨物等の障害物により前方の水面を見通すことが出来な
い距離ＳｍＸ、ＳｍＹが、ＳＯＬＡＳに既定された許容値(基準距離)Ｓ０を越えないよう
にするために、操舵室３ａＸ、３ａＹの監視位置Ｐａの高さＨ１Ｘ、Ｈ１Ｙは、この許容
値Ｓ０の先端の点Ｐｃ（水面との交点）と監視位置Ｐａとを結ぶ前方見通し線Ｌｘ、Ｌｙ
が、監視位置Ｐａより前方の船首部船体自身等の障害物Ｐｂや上甲板上の球型タンクやコ
ンテナ等の貨物等の障害物Ｐｂより上を通るように配置している。
【０００６】
　また、従来技術においては、図８に示すように、離着桟時の操船等で船舶１Ｘの船側６
を監視するために、肉眼による目視で船側６を見られるように、船舶１Ｘの舷側６まで船
橋３Ｘの一部である船橋ウイング３ｂを操舵室の両側に張り出している。つまり、船橋ウ
イング３ｂを含めた船橋１Ｘの幅Ｂｂは船舶１Ｘの幅Ｂまで達している。
【０００７】
　一方、船舶前方監視装置や船舶前方監視システムも進歩しており、例えば、テレビカメ
ラで撮影した船舶の前方の状況を船舶運転場所（船橋、操船室）あるいは監視場所、又は
、船舶運転場所と監視場所の両方に設置したモニターに画像として表示すると共に、窓付
きの筐体に入れたテレビカメラを、傾斜角度検知手段とカメラ台の傾斜角度調整手段とを
用いて、所定の設定角度を保持する制御を行う船舶前方監視システムも提案されている（
例えば、特許文献２参照。）。
【０００８】
　この船舶前方監視システムでは、テレビカメラの設置場所として、フォアマスト（前部
マスト）上を例示し、このマスト上では船体運動の影響を受けるので、テレビカメラの映
像が船体運動の影響を受けて画像が揺れないように、テレビ台を制御することによってテ
レビカメラの揺れを防止している。
【特許文献１】特表２００1－５２４４２２号公報
【特許文献２】特開２００７－２２３４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたものであり、その目的は、監視装置で船首前方
又は舷側の視界を確保しつつ、船橋の高さを低くしたり、船橋ウイングの船体幅方向長さ
を減少したり、船橋ウイングを設けないことにより、空気抵抗（風圧抵抗）を減少して推
進効率を向上できると共に、船橋及び居住区構造物における振動を軽減し易くなり、また
、船橋及び居住区構造物の重量を減少できて軽量化を図ることができる船舶の風圧抵抗低
減方法及び船舶を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するための船舶の風圧抵抗低減方法は、水上のみを航行する船舶にお
いて、監視装置を設けて、この監視装置のデータを操舵室内に表示して、操舵室内で船体
の周囲を監視できるように構成すると共に、操舵室の高さを、操舵室内の監視位置より前
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方の障害物によって前方の水面を見通すことが出来ない距離が、５００ｍまたは船長の２
倍のうち小さい方である基準距離よりも大きくなる高さに形成するか、船橋ウイングの船
体幅方向の張り出し長さを船側にまで至らないようにするか、船橋ウイングを設けないよ
うにするかの少なくとも一つを行うことにより、船橋及び居住区構造物の風圧抵抗を減少
する方法である。
【００１１】
　この船舶の風圧抵抗低減方法により、空気抵抗（風圧抵抗）を減少して推進効率を向上
できると共に、船橋及び居住区構造物における振動を軽減し易くなり、また、船橋及び居
住区構造物の重量を減少できて軽量化を図ることができる。
【００１２】
　また、上記の目的を達成するための本発明の船舶は、船首部又はマストに前方監視装置
を設けて、この前方監視装置のデータを操舵室内に表示して、操舵室内で船首前方を監視
できるように構成すると共に、操舵室の高さを、操舵室内の監視位置より前方の障害物に
よって前方の水面を見通すことが出来ない距離が、５００ｍまたは船長の２倍のうち小さ
い方である基準距離よりも大きくなるようにして構成する。
【００１３】
　この構成によれば、テレビカメラ等の前方監視装置により、船首部における前方の視界
を前方監視装置で撮影し、この撮影画像等のデータを操舵室内で監視できるので、操舵室
から肉眼で船首部前方を監視できる必要がなくなる。従って、操舵室の高さを肉眼で目視
して監視できる高さにする必要が無くなる。
【００１４】
　そのため、前方監視装置の設置により視界を確保しつつ、操舵室内の高さを、操舵室内
の監視位置より前方の障害物によって前方の水面を見通すことが出来ない距離が、５００
ｍまたは船長の２倍のうち小さい方である基準距離よりも大きくなるようして、従来技術
よりも操舵室を低くする。この５００ｍ又は船長の２倍は、ＳＯＬＡＳ（海上における人
命の安全のための国際条約）の規定から決まる数値である。
【００１５】
　これにより、航行中や停泊時の風圧抵抗を小さくすることができ、推進抵抗が減少する
。その結果、推進効率を向上することができる。また、船橋が低くなって居住区構造物が
小さくなると構造強度の面で有利になると共に、振動を軽減し易くなる。また、居住区構
造物自体を小さくできるので、船舶の軽量化を図ることができる。
【００１６】
　上記の船舶においては、船尾に船橋を設けた場合には、船舶の前方を肉眼で目視するた
めに、船橋を船首部や船体中央部に設ける場合に比べて、より高く船橋を設ける必要があ
るので、船橋を低くすることによる利点がより大きくなる。
【００１７】
　上記の船舶において、前記前方監視装置として、広角カメラと望遠カメラの組み合わせ
を用い、この広角カメラの映像と望遠カメラの映像を同時表示可能とすることにより、目
視による以上の監視効果を奏することができるようになる。また、これらのカメラの映像
は航海にとって必須のものとなるので、１組ではなく、複数組を設けて故障に対する冗長
性を持たせる。また、普通の目視可能な光線の範囲以外の例えば赤外線カメラ等も用いる
ことにより、より監視能力を高めることができる。
【００１８】
　上記の船舶において、船舶の側方監視用装置を設け、この側方監視用装置のデータを操
舵室内に表示して、操舵室内で船舶の側方を監視できるように構成すると共に、船橋ウイ
ングの船体幅方向の張り出し長さを船側にまで至らないようにするか、又は、船橋ウイン
グを設けないように構成する。この船橋ウイングに関しては、日本海事協会鋼船規則の定
義では、船橋の一部で操舵室（これも船橋の一部）の両側に船側まで拡張された部分であ
るが、ここでは、船橋の一部で操舵室（これも船橋の一部）の両側に拡張された部分とし
、船側まで拡張されないものも含めることにする。
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【００１９】
　この構成によれば、テレビカメラ等の側方監視装置により、側方の視界を側方監視装置
で撮影し、この撮影画像等のデータを操舵室内で監視できるので、操舵室から肉眼で船舶
の側方を監視できる必要がなくなり、船橋の幅を肉眼で目視して監視できる幅にする必要
が無くなる。従って、側方監視用のカメラの設置により視界を確保しつつ、船橋の幅を狭
くすることができ、これにより、航行中や停泊時の風圧抵抗を更に小さくすることができ
、推進抵抗が更に減少するので、推進効率を更に向上することができる。また、船橋の幅
が狭くなり、船橋及び居住区構造物が小さくなると構造強度の面に有利になると共に、振
動を軽減し易くなる。また、船橋及び居住区構造物自体を小さくできるので、船舶の更な
る軽量化を図ることができる。
【００２０】
　また、本発明は、必要な居住区画や船橋に必要な広さを容易に確保でき、前方見通しの
ために操舵室の位置を高くしている船舶に適用することで効果を上げられるので、大きさ
としては、排水量が３０，０００トン以上の船舶や垂線間長（Ｌｐｐ）が１５０ｍ以上の
船舶を対象とする場合に効果が大きく、船種としては、タンカー、コンテナ船、鉱石運搬
船、バルク運搬船、ＬＮＧ運搬船等を対象とする場合に効果が大きい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の船舶の風圧抵抗低減方法及び船舶によれば、船首前方監視装置で船首前方の視
界を確保しつつ、操舵室を低く構成するので、または、船舶の側方監視用装置で、操舵室
内で船舶の側方の視界を確保しつつ、船橋ウイングの船体幅方向の張り出し長さを船側に
まで至らないようにするか、又は、船橋ウイングを設けないように構成するので、空気抵
抗の低減による推進効率の向上、船橋及び居住区構造物における振動の軽減の容易化、軽
量化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明に係る船舶の風圧抵抗低減方法及び船舶の実施の形態につ
いて説明する。ここでは、船尾に船橋がある船舶を例にして示すが、本発明は、必ずしも
船橋が船尾にある船舶のみに限定されない。
【００２３】
　図１及び図２に示すように、この第１の実施の形態の船舶１は、水上のみを航行する船
舶であって、船尾側の上甲板２上に居住区７及び船橋（ブリッジ）３を備えて構成される
。この船尾側に船橋３を設けた場合には、船舶１の前方を目視で見渡すために、従来技術
の船舶では、操舵室３ａを船首部や船体中央部に設ける場合に比べて、より高く操舵室３
ａを設ける必要があるので、操舵室３ａを低くすることによるメリットがより大きくなる
。なお、この船橋３は、通常、乗組員の居住区画７の上部に設けられるが、船橋３を居住
区の下の方の層、例えば、上甲板上に配置することも考えられる。
【００２４】
　この船舶１の前部マスト５ａに前方監視用カメラ（前方監視装置）８を設ける。この前
方監視用カメラ８の映像は操舵室３ａ内に設けた画面表示装置に表示して、操舵室３ａ内
に居る乗組員が船首前方を監視できるように構成する。
【００２５】
　この前方監視用カメラ８としては、広角カメラと望遠カメラの組み合わせを用い、この
広角カメラの映像と望遠カメラの映像とを同時表示可能とすることにより、目視による以
上の監視効果を得る。また、故障に対する冗長性を持たせて、１組ではなく、複数組を設
ける。また、普通の目視可能な光線の範囲以外の例えば赤外線カメラ等も用いることによ
り、より監視能力を高めることが好ましい。これらの構成により、航海中に前方監視用カ
メラ８の映像が見られなくなることを防止する。
【００２６】
　この前方監視用カメラ８は、ロール（横揺れ）やピッチ（縦ゆれ）等の船体運動の影響
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を受けるので、前方監視用カメラ８の映像がこれらの船体運動の影響を受けないようにし
ないと、この表示画像が揺れてしまうので、ジンバル構造やカメラの台座の姿勢制御、あ
るいは、画像処理によって、前方監視用カメラ８の表示画像の揺れを防止する。
【００２７】
　この前方監視用カメラ８の配置場所としては、図１及び図２では前部マスト５ａに設け
たが、これ以外でもよく、例えば、船橋３の上に設けられることの多い後部マスト５ｂが
考えられる。これらの前部マスト５ａと後部マスト５ｂは前部マスト灯や後部マスト灯を
配置するために必ず設けられるので、前方監視用カメラ８の配置に都合がよい。また、前
部マスト５ａや後部マスト５ｂのように配置位置が高いと船首部４への海水打ち込みに対
して安全な場所となる。また、前方見通しの視界の大きさや良好性もよい。しかしながら
、船体動揺の影響が大きくなるので、視界の映像が揺れないようにする対策が特に重要と
なる。
【００２８】
　また、前方見通しの視界の大きさや良好性から考えると、船首部４の上甲板２上に、耐
水、耐波浪のカメラ室乃至カメラ箱を設けて配置することの考えられる。この場合は、カ
メラ８の海水打ち込みに対する対策が必要であるが、最近は、監視用カメラ８の大きさが
小さくなっているので、保守点検を考慮しても、比較的小さな構造物で済む。また、この
場合は、船首部４の直下もカメラ８の視界に入れることができる。
【００２９】
　そして、第１の実施の形態の船舶１では、監視用カメラ８の設置と共に、操舵室３ａの
高さＨ１を、操舵室３ａ内の監視位置（監視点）Ｐａより前方の上甲板上の球型タンクや
コンテナ等の貨物や船首部船体自身等の障害物によって前方の水面を見通すことが出来な
い最大距離、言い換えれば見通し出来る最短距離Ｓｍが、５００ｍまたは船長（全長Ｌｏ
ａ）の２倍のうち小さいほうの距離(基準距離)Ｓ０よりも大きくなるようして構成される
。この監視位置Ｐａに関しては、日本海事協会鋼船規則検査要領と同様に、監視位置Ｐａ
の高さＨ１は、船橋甲板よりも１８００ｍｍ高い点とし、前後位置については船橋３の前
面壁から７５０ｍｍ後方とする。
【００３０】
　これにより、この船橋３は図７及び図８に示すような従来技術の船舶１Ｘの操舵室３ａ
Ｘに比べて、低くなる。この操舵室３ａの高さＨ１は、乗組員の人数に応じた居住区域を
確保し、更に、操船に必要な機器類を装備できる容積の操舵室３ａを確保することと、風
圧抵抗等を考慮して決定される。なお、この第１の実施の形態の船舶１では、図２に示す
ように、船橋３の幅Ｂｂは船側６を肉眼で目視できるように船の幅Ｂ以上とする。
【００３１】
　この第１の実施の形態の船舶１では、前方見通し最短距離Ｓｍは、従来技術の場合の前
方見通し最短距離ＳｍＸよりも大きくなる。しかしながら、前方監視用カメラ８と船首部
４の上甲板２の最前端Ｐｂとを結んだ基準線（カメラ視界用基準線）Ｌ２と喫水線ＷＬの
水面との交点Ｑｃは、見通し最短距離Ｓｍの先端Ｐｃよりも後方となり、この交点Ｑｃと
船首部４の最先端Ｐｂとの距離（前方監視用カメラ８からの見通し可能な最短距離）Ｓｃ
は前方見通し最短距離Ｓｍよりも小さくなる。つまり、より船首部４に近い範囲までを監
視できるようになる。なお、コンテナ等の貨物を上甲板上に搭載する船舶では、前方の視
界を遮る障害物は船首部４の最先端Ｐｂではなく、搭載したコンテナ等の貨物となる場合
もある。
【００３２】
　この第１の実施の形態の船舶１によれば、操舵室３ａの高さＨ１を従来技術の高さＨ１
Ｘ、Ｈ１Ｙよりも低く形成しても、前方監視用カメラ８により、船首部４より前方の視界
をより船首に近い範囲Ｓｃまで前方監視用カメラ８で撮影し、この撮影画像を操舵室３ａ
内で監視できるので、操舵室３ａから肉眼による目視で船首部前方を監視できなくても、
前方監視用カメラ８の映像により船首部前方を十分に確認でき、安全に航行することがで
きる。
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【００３３】
　この船舶１によれば、船橋３の高さＨ１を低く形成したので、風圧面積を減少させるこ
とができ、航行中や停泊時の風圧抵抗（空気抵抗）を小さくすることができる。その結果
、推進抵抗を減少でき、推進効率を向上できる。
【００３４】
　また、背の高い構造物は十分な補強をしなければ固有振動数が低くなるため、プロペラ
の回転数と主機（メインエンジン）の振動数によっては共振する可能性があるが、構造物
を小さくすることでも、共振を回避することができるので、船橋３及び居住区７の構造物
が小さくなると構造強度の面で有利になると共に、設計の自由度が増して振動を軽減し易
くなる。また、軽量化に関しては、船橋３及び居住区７は総じて小さい構造物となるので
、重量も小さくでき、船舶１の軽量化を図ることができる。
【００３５】
　また、船尾に船橋３を設けた場合には、船舶１の前方を目視で見渡すために、従来技術
の船舶では、船橋３を船首部や船体中央部に設ける場合に比べて、より高く船橋３を設け
る必要があるので、本発明の船橋３を低くすることによるメリットがより大きくなる。
【００３６】
　次に、第２の実施の形態について説明する。図３及び図４に示すように、この第２の実
施の形態の船舶１Ａは、船舶１Ａの側方監視用カメラ９を設け、この側方監視用カメラ９
の映像を操舵室３ａＡ内に表示して、操舵室３ａＡ内で船舶１Ａの船側６も監視できるよ
うに構成する。
【００３７】
　それと共に、図４に示すように船橋ウイング３ｂを設けない構成とする。あるいは、船
橋ウイング３ｂを設けても、船橋ウイング３ｂの船体幅方向の張り出し長さを船側にまで
至らないように構成する。つまり、船橋１Ａの幅Ｂｂを船舶１Ａの幅Ｂよりも狭く、例え
ば、船橋ウイング３ｂＡの幅を操舵室３ａＡの端から船舶１Ａの端までの幅の０．０倍～
０．７倍にして形成する。０．７倍よりも広くすると、船橋３Ａの幅Ｂｂを狭くして得ら
れる利点が少なくなる。
【００３８】
　この側方監視用カメラ９の位置としては、主に離着桟の時に船側６の部分とその近傍が
視界に入ればよいので、船側６の部分に設けることができる。この側方監視用カメラ９は
、上甲板２の船側６側に、耐水、耐波浪のカメラ室乃至カメラ箱を設けて配置する。これ
により、保守点検が容易になる。また、この側方監視用カメラ９の収納部は最近はカメラ
の大きさが小さくなっているので比較的小さな構造物で済む。
【００３９】
　この側方監視用カメラ９も、ロール（横揺れ）やピッチ（縦ゆれ）等の船体運動の影響
を受けるので、側方監視用カメラ９の映像がこれらの船体運動の影響を受けないようにし
ないと、この画像が揺れてしまうので、ジンバル構造やカメラの台座の姿勢制御、あるい
は、画像処理によって、側方監視用カメラ９の画像の揺れを防止する。
【００４０】
　また、この側方監視用カメラ９も、第１の実施の形態の船舶１の前方監視用カメラ８と
同様に、広角カメラと望遠カメラの組み合わせを用い、この広角カメラの映像と望遠カメ
ラの映像とを同時表示可能とすることにより、目視による以上の監視効果を得る。また、
故障に対する冗長性を持たせて、１組ではなく、複数組を設ける。また、普通の目視可能
な光線の範囲以外の例えば赤外線カメラ等も用いることにより、より監視能力を高めるこ
とが好ましい。これらの構成により、離着桟の操船中にカメラ９の映像が見られなくなる
ことを防止する。
【００４１】
　この第２の実施の形態の船舶１Ａによれば、図４に示すように船橋ウイング３ｂを設け
ない。あるいは、船橋ウイング３ｂを設けても、船橋ウイング３ｂの船体幅方向の張り出
し長さを船側６にまで至らないように形成しても、側方監視用のカメラ９により、船舶１
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Ａの側方の視界を監視用カメラ９で撮影し、この撮影画像を操舵室３ａＡ内で監視できる
。従って、操舵室３ａＡから肉眼による目視で船舶１Ａの側方を監視できなくても、側方
監視用のカメラ９の映像により船舶１Ａの側方を確認しつつ、桟橋での離着作業や、狭い
航路の航行をすることができる。
【００４２】
　この船舶１Ａによれば、船橋３Ａの幅Ｂｂを狭く形成したので、航行中や停泊時の風圧
抵抗を低減することができ、推進抵抗を減少することができるので、推進効率を更に向上
することができる。また、船橋３Ａの幅Ｂｂが狭くなり、船橋３Ａ及び居住区７の構造物
が小さくなると強度的に有利になると共に、振動を更に軽減し易くなる。また、船橋３Ａ
の構造物自体を小さくできるので、船舶１Ａの軽量化を更に図ることができる。
【００４３】
　次に、第３の実施の形態について説明する。図５及び図６に示すように、この第３の実
施の形態の船舶１Ｂは、第１の実施の形態の船舶１の構成に加えて、第２の船舶１Ａの構
成を加えたものであり、前方監視用カメラ８と側方監視用カメラ９を設け、この前方監視
用カメラ８と側方監視用カメラ９の映像を操舵室３ａＢ内に表示して、操舵室３ａＢ内で
船舶１Ｂの船首先方と船側６も監視できるように構成する。
【００４４】
　それと共に、操舵室３ａＢの高さＨ１を、操舵室３ａＢ内の監視位置より前方の上甲板
上の貨物や船首部船体自身等の障害物によって前方の水面を見通すことが出来ない最短距
離Ｓｍが、５００ｍまたは船長（全長Ｌｏａ）の２倍のうち小さいほうの距離（基準距離
）Ｓ０よりも大きくなるようして構成される。
【００４５】
　また、更に、船橋ウイング３ｂを設けない構成とする。あるいは、図６に示すように、
船橋ウイング３ｂを設けても、船橋ウイング３ｂの船体幅方向の張り出し長さを船側６に
まで至らないように構成する。つまり、船橋１Ｂの幅Ｂｂを船舶１Ｂの幅Ｂよりも狭く、
例えば、船橋ウイング３ｂＡの幅を操舵室３ａＡの端から船舶１Ａの端までの幅の０．０
倍～０．７倍にして形成する。
【００４６】
　この第３の実施の形態の船舶１Ｂによれば、第１の実施の形態の船舶１と第２の実施の
形態の船舶１Ａの両方の効果を奏することができる。
【００４７】
　従って、上記の船舶の風圧抵抗低減方法及び第１～第３の形態の船舶１、１Ａ、１Ｂに
よれば、船首前方監視装置８で船首前方の視界を確保しつつ、操舵室３ａ、３ａＢを低く
構成するので、または、船舶１Ａ、１Ｂの側方監視用装置８で、操舵室３ａＡ、３ａＢ内
で船舶１Ａ、１Ｂの側方の視界を確保しつつ、船橋ウイング３ｂの船体幅方向の張り出し
長さを船側６にまで至らないようにするか、又は、船橋ウイング３ｂを設けないように構
成するので、空気抵抗の低減による推進効率の向上、船橋３、３Ａ、３Ｂ及び居住区７の
構造物における振動の軽減の容易化、軽量化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第１の実施の形態における船舶の構成を示す側面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における船舶の構成を示す正面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態における船舶の構成を示す側面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態における船舶の構成を示す正面図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態における船舶の構成を示す側面図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態における船舶の構成を示す正面図である。
【図７】従来技術の船舶の構成を示す側面図である。
【図８】従来技術の船舶の構成を示す正面図である。
【図９】従来技術の船舶の他の構成を示す側面図である。
【符号の説明】
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【００４９】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｘ、１Ｙ　船舶
　２　上甲板
　３、３Ａ、３Ｂ、３Ｘ、３Ｙ　船橋（ブリッジ）
　３ａ、３ａＡ、３ａＢ、３ａＸ、３ａＹ　操舵室
　３ｂ、３ｂＢ、３ｂＸ　船橋ウイング
　４　船首部
　５ａ　前部マスト
　５ｂ　後部マスト
　６　船側
　７　居住区画
　８　前方監視用カメラ
　９　側方監視用カメラ
　Ｂ　船舶の幅
　Ｂｂ　船橋の幅
　Ｈ１　船橋の高さ
　Ｈ１Ｘ、Ｈ１Ｙ　船橋の高さ（従来技術）
　Ｌ１、Ｌｘ、ＬＹ　見通し線（船橋視界用基準線）
　Ｌ２　基準線（カメラ視界用基準線）
　Ｐａ　監視位置（監視点）
　Ｐｂ　上甲板の先端部（又は貨物の先端）
　Ｐｃ　見通しと水面との交点
　Ｑｃ　カメラ視界用基準線と満載喫水線の水面との交点
　Ｓ０　基準距離
　Ｓｍ、ＳｍＸ、ＳｍＹ　前方見通し最短距離
　Ｓｃ　前方監視用カメラからの見通し可能な最短距離
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